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中小企業の補助金 
Ｑ：中小企業支援として設備投資減税等税制面での支援策以外に、活用可能な補助金の 

内容を教えて下さい。 

 
Ａ：生産性向上に、ものづくり補助金を！ 

 
中小企業庁主管の「ものづくり・商業・サービス経営力向上支援補助金」の二次公募がまもなく始まり

ます。 

１．制度概要：国際的な経済社会情勢の変化に対応し、足腰の強い経済を構築するため、生産性向上に資

する革新的サービス開発・試作品開発・生産プロセスの改善を行うための中小企業等の設

備投資等の一部を支援する制度です。 

２．補助対象者：業種別に資本金要件（５千万円以下～３億円以下）又は従業員要件（５０人以下～９０

０人以下）を満たす中小企業者が対象です。 

３．補助金類型：補助金には【革新的サービス】と【ものづくり技術】の２つの対象類型に、それぞれ「企

業間データ活用型」「一般型」「小規模型」の３つの事業類型があり、補助上限額等は下

記の通りです。 

 
４．適用要件及び応募手続き等：申請する事業計画書は、３～５年間で「付加価値額」年率３％及び「経

常利益」年率１％向上を達成できるもので、認定経営革新等支援機関の

確認書が必要となります。応募は郵送又は電子申請で、応募先は、補助

事業の実施場所に所在する地域事務局です。事業計画書等の提出書類

は、中小企業団体中央会のホームページに掲載された様式を必ず使用

することになります。 

５．公募期間：公募開始は、平成３０年７月下旬予定、交付決定は、平成３０年１０月下旬予定。詳細は

中小企業庁ホームページ等参照。 
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・補助上限額　：1,000万円 ・補助率　：2／3以内
・補助対象経費　：機械装置費、技術導入費、専門家経費、運搬費、

　 クラウド利用費　
・補助上限額　：1,000万円 ・補助率　：1／2以内
・補助対象経費　：機械装置費、技術導入費、専門家経費、運搬費、

　 クラウド利用費　
・補助上限額　：500万円 ・補助率　：1／2以内
・補助対象経費　：機械装置費、技術導入費、専門家経費、運搬費

　　クラウド利用費
・補助上限額　：500万円 ・補助率　：1／2以内
・補助対象経費　：機械装置費、技術導入費、専門家経費、運搬費
　　原材料費、外注加工費、委託費、知的財産権等関連経費
　　クラウド利用費

※生産性向上特別措置法に基づく先端設備等導入計画の認定又は経営革新計画の承認を取得して一定の
要件を満たすものは、補助率がアップされます。
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